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旅館業者に対する管理者対策の徹底強化について（通達）

旅館業者による日本国内に住所を有しない外国人宿泊者（以下「外国人宿泊者」

という。）の本人確認の強化等については、厚生労働省から都道府県知事等に対

し、旅館業者が実施すべき措置として、「旅館業法施行規則の一部を改正する省

令の施行について」（平成17年２月９日付け健発第0209001号。別添１参照）、「旅

館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について」（同日

付け健衛発第0209004号。別添２参照）等が発出され、旅館業者に周知されている。

一方、本年６月、外国人宿泊者に対して旅館業者が実施すべき措置の実施状況

について実態を調査したところ、一定の成果は見られるものの、依然として当該

措置が徹底されていない状況が確認された。

このため当庁は厚生労働省に対して、当該措置について具体的な周知・指導を

要請したところ、同省は都道府県の衛生主管部局長等に「旅館等における宿泊者

名簿への記載等の徹底について」（平成26年12月19日付け健衛発1219第２号。以

下「厚生労働省通知」という。別添３参照）を発出したところである。

各都道府県警察においては、下記のとおり、都道府県等の衛生主管部局、管内

の業界団体等と連携し、旅館業者に対し当該措置の内容を再度周知・徹底させる

など、旅館業者に対する管理者対策を徹底されたい。

記

１ 趣旨・目的

外国人宿泊者に対する本人確認の徹底は、平成16年12月10日に国際組織犯罪

等・国際テロ対策推進本部が決定した「テロの未然防止に関する行動計画」に



おいて、テロの未然防止対策の一つとして盛り込まれたものであり、警察とし

ては厚生労働省等と連携し継続的に取り組むべきものである。

また、我が国では2016年主要国首脳会議及び2020年オリンピック・パラリン

ピック東京大会の開催が予定されており、我が国がテロの標的となる可能性が

懸念される中、テロリスト等が旅館等に潜伏するなど、これを悪用することの

ないよう対策を強化する必要がある。

２ 実施事項

各都道府県警察においては、警察各部門の連携を密にするとともに、都道府

県等の衛生主管部局等との協力関係を強化し、厚生労働省通知によって示され

た事項について、旅館業者に再度周知・徹底すること。また、宿泊者に係る不

審情報が確認された場合に警察への速やかな通報がなされるよう協力体制を確

立すること。

３ 留意事項

厚生労働省通知の４は、旅館業者が、捜査関係事項照会書の交付を受けない

場合であっても、警察官の職務の目的に必要な範囲内において、当該警察官に

宿泊者名簿を閲覧させることができることを明確にしたものである。この旨を

職員に周知徹底し、旅館業者との協力関係の維持にも留意しつつ、旅館等にお

ける捜査や不審者の発見等を効果的・効率的に推進されたい。


